
様式第１号（第７条関係） 

 

長岡市住宅リフォーム支援事業補助金 

一般住宅リフォーム補助金交付申請書兼同意書 
 

令和  年  月  日 

長岡市長  様 

（申請者）   （〒   －    ） 

住 所                          

氏
ふり

名
がな

(自署)                          

電 話 番 号                           

申請者区分【住宅の □所有者 □所有者の( 配偶者  ・  親  ・  子 ) 】 
(該当に☑及び○を付けてください) 

次のとおり長岡市住宅リフォーム支援事業補助金の交付を申請し、裏面の承認事項に同意します。 

（該当する□の中に☑を入れ、必要事項を記入してください。） 

申 請 区 分  □ 一般住宅改修   □ 併用住宅の店舗部分改修 

対 象 住 宅  

所 在 地  

□ 申請者住所と同じ（現在居住している住宅） 

□ 申請者住所と違う（居住予定の住宅） 

  長岡市（                      ） 

所 有 者  氏 名（                        ） 

対 象 住宅 の種 別  

□ 専用住宅  □ 分譲マンションの専有部分  

□ 併用住宅［床面積：住居部分  ㎡ 店舗部分  ㎡ 合計   ㎡］ 

 ※現在は併用住宅として使用していない場合は専用住宅にチェックを入れてください 

建 築 時 期  明治・大正・昭和・平成     年   

工 事 内 容 
 

※パンフレットを参照し、該当する工事番号を記入 

都市政策課記入欄 

工事箇所、工事仕様   

総 工 事 費  
（リフォームに係る全体の工事費） 

 

           円 

 
（税込） 

 

 補助対象工事費 
 

           円 

 
（税込） 

 

 

交 付 申 請 額 

 

      ，０００ 円（千円未満切捨て） 

（補助対象工事費の 1/5 で 5 万円を限度 ） 

 

施 工 業 者  

本社所在地 長岡市  

名称又は氏名 （代表：           ） 

電 話 番 号 （担当者：          ） 

連 絡 担 当 者 

□ 施工業者  □ 申請者   □ 代理人（        ） 

 （電話番号：                    ） 

※申請内容について確認する場合があります。平日の日中に繋がる電話番号を記載 

してください。 

（裏面に続く） 



様式第１号（第７条関係） 

 

（裏） 

併用住宅の店舗部分改修を行う場合のみ記入 

事 業 概 要  

 

店舗名（業種）  （業種：       ） 

事 業 主 
 （続柄：       ） 

※申請者本人が事業を営んでいない場合に記入 

事業開始年月     年    月 

 

承認事項欄 

1． 交付決定後に契約・着工し、令和８年１月３０日までに工事完了し実績報告書を提出します。 

2． 上記１の期間までに実績報告書の提出ができなかった場合は、補助金の交付が受けられないこ

とに同意します。 

3． 市内の補助対象住宅に現在居住しています（又は居住予定です）。 

4． 市税を滞納していません。 

5． 暴力団員又は暴力団関係者ではありません。 

6． 暴力団の利益になる利用ではありません。 

7． この申請書の内容について、暴力団排除のため、関係する官公庁へ照会する場合がある事に同

意します。  

8． 本事業の申請に関する内容確認のため、住民登録状況及び納税状況、固定資産情報、他の制度

の活用状況について、貴職において調査を行うことに同意します。 

9． 本事業要綱の規定に違反した場合や虚偽の申請を行った場合は、交付決定の取消により、市長

の求めに応じ、交付した補助金を返還することに同意します。 
 

添 付 書 類 等 

――――― 一般住宅改修、併用住宅の店舗部分改修共通 ―――――― 

○補助対象工事の詳細が分かるリフォーム工事見積書の写し 

※併用住宅の店舗部分改修の場合は、住居部分・店舗部分を分けて作成 

○補助対象とする施工箇所が確認できる施工前写真 

○工事階の改修前の平面図（増改築・間取りの変更工事を行う場合のみ） 

 

―――――  併用住宅の店舗部分改修の場合に必要な書類  ―――――― 

○事業を営んでいることを証明する書類（事業を既に営んでいる場合） 

・個人事業主：青色（白色）申告書の写し 

・法人：法人確定申告書の写し又は登記事項証明書の写し 

○住民票又は戸籍抄本（事業主が配偶者又は二親等以内の親族である場合） 

 


